
 
 
○愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例（昭和29年６月30日条例第26号）の一部改正―――第１条に係る部分 

新 旧 
別表 別表 
 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域   愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域  
 名 称 位 置 管 轄 区 域   名 称 位 置 管 轄 区 域  
 省略 省略 省略   省略 省略 省略  
 愛媛県伊

予警察署 
伊予市 伊予市 

伊予郡のうち松前町          
  愛媛県伊

予警察署 
伊予市 伊予市 

伊予郡のうち松前町、中山町及び双海町 
 

 省略 省略 省略   省略 省略 省略  
  

 
○愛媛県県立学校設置条例（昭和39年３月19日条例第12号）の一部改正―――第２条に係る部分 

新 旧 
別表２（第３条、附則第２項関係） 別表２（第３条、附則第２項関係） 
 学校名 位置   学校名 位置  
 省略 省略   省略 省略  

 中山高等学校 伊予市      中山高等学校 伊予郡中山町  
 省略 省略   省略 省略  
 川之石高等学校 八幡浜市      川之石高等学校 西宇和郡保内町  
 三崎高等学校 西宇和郡伊方町   三崎高等学校 西宇和郡三崎町  
 省略 省略   省略 省略  

  
 


